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医師確保計画の見直し等について

令 和 ７ 年 1 2 月 1 2 日 第 ８ 回 地 域 医 療 構想 及び 医療 計画 等に 関す る検 討会 資 料 ２



1. 前回頂いたご意見等について

2 . 医師少数区域等の勤務経験を求める管理者要件について

3 . 外来医師過多区域における新規開業希望者への要請等について
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医師確保対策に関する取組（全体像）

各都道府県の取組医師養成過程における取組

【医師確保計画】

○ 医師偏在指標により医師偏在の状況を把握
計画期間の終了時点で確保すべき目標医師数を設定

＜具体的な施策＞

●大学と連携した地域枠の設定

●地域医療対策協議会・地域医療支援センター

・ 地域医療対策協議会は、医師確保対策の方針（医師養
成、医師の派遣調整等）について協議

・ 地域医療支援センターは、地域医療対策協議会の協議
結果に基づき、医師確保対策の事務（医師派遣事務、派遣
される医師のキャリア支援・負担軽減、勤務環境改善支援
センターとの連携等）を実施

●キャリア形成プログラム（地域枠医師等）

・ 「医師不足地域の医師確保」と「派遣される医師の能
力開発・向上」の両立を目的としたプログラム

●認定医師制度の活用

・ 医師少数区域等に一定期間勤務した医師を厚労大臣が
認定する制度を活用し、医師不足地域の医師を確保

【大学医学部】

〇 中長期的な観点から、医師の需要・供給推計に基づき、全
国の医師養成数を検討

〇 地域枠（特定の地域や診療科で診療を行うことを条件とし
た選抜枠）の医学部における活用方針を検討

【臨床研修】

〇 全国の研修希望者に対する募集定員の倍率を縮小するとと
もに、都道府県別に、臨床研修医の募集定員上限数を設定

〇 その際、都市部や複数医学部を有する地域について、上限
数を圧縮するとともに、医師少数地域に配慮した定員設定
を行い、地域偏在を是正

【専門研修】

〇 日本専門医機構において、将来の必要医師数の推計を踏ま
えた都道府県別・診療科別の専攻医の採用上限数（シーリ
ング）を設定することで、地域・診療科偏在を是正
（産科等の特に確保が必要な診療科や、地域枠医師等につ
いてはシーリング対象外）

地域の医療を支えている勤務医が、安心して働き続けられる環境を整備することが重要であることから、都道府県ごとに設置された医
療勤務環境改善支援センター等による医療機関への支援を通じて、適切な労務管理や労働時間短縮などの医師の働き方改革を推進。具体
的には、

○ 医療機関における医師労働時間短縮計画の作成や追加的健康確保措置等を通じて、労働時間短縮及び健康確保を行う

○ 出産・育児・介護などのライフイベントを経験する医師が、仕事と家庭を両立できるよう勤務環境の改善を推進

医師の働き方改革

令和6年11月20日第12回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（概要）①

【基本的な考え方】

現状
課題

基本的な
考え方

医師偏在は一つの取組で是正が
図られるものではない

若手医師を対象とした医師養成
過程中心の対策

へき地保健医療対策を超えた取組
が必要

「保険あってサービスなし」という地域が生じることなく、将来にわたって国民皆保険が維持されるよう、
国、地方自治体、医療関係者、保険者等の全ての関係者が協働して医師偏在対策に取り組む

経済的インセンティブ、地域の医
療機関の支え合いの仕組み、医師
養成過程の取組等の総合的な対策

医師の柔軟な働き方等に配慮し
た中堅・シニア世代を含む全て
の世代の医師へのアプローチ

地域の実情を踏まえ、支援が必要
な地域を明確にした上で、従来の
へき地対策を超えた取組

○ 地域ごとに人口構造が急激に変化する中で、将来にわたり地域で必要な医療提供体制を確保し、適切な医

療サービスを提供するため、以下の基本的な考え方に基づき、制度改正を含め必要な対応に取り組み、実効

性のある総合的な医師偏在対策を推進する。

○ 総合的な医師偏在対策について、医療法に基づく医療提供体制確保の基本方針に位置付ける。

※ 医師偏在対策は、新たな地域医療構想、働き方改革、美容医療への対応、オンライン診療の推進等と一体的に取り組む。

・ 医師偏在対策の効果を施行後５年目途に検証し、十分な効果が生じていない場合には、更なる医師偏在対策を検討
・ 医師確保計画により３年間のＰＤＣＡサイクルに沿った取組を推進

令和6年12月25日
厚生労働省 公表資料
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＜医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大等＞
・対象医療機関に公的医療機関及び国立病院機構・地域医療機能推進機構・労働者健康安全機構の病院を追加
・勤務経験期間を６か月以上から１年以上に延長。施行に当たって柔軟な対応を実施
＜外来医師過多区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等＞
・都道府県から外来医師過多区域の新規開業希望者に対し、開業６か月前に提供予定の医療機能等の届出を求め、協議の場への参加、地域で不足する医療や医師不足地域での

医療の提供の要請を可能とする
・要請に従わない医療機関への医療審議会での理由等の説明の求めや勧告･公表、保険医療機関の指定期間の6年から3年等への短縮
＜保険医療機関の管理者要件＞
・保険医療機関に管理者を設け、２年の臨床研修及び保険医療機関(病院に限る)において３年等保険診療に従事したことを要件とし、責務を課す

若手 中堅・シニア世代

＜医学部定員・地域枠＞
・医学部臨時定員について、医師の偏在対策に資する

よう、都道府県等の意見を十分に聞きながら、必
要な対応を進める

・医学部臨時定員の適正化を行う医師多数県において、
大学による恒久定員内の地域枠設置等への支援を
行う

・今後の医師の需給状況を踏まえつつ、2027年度以
降の医学部定員の適正化の検討を速やかに行う

＜臨床研修＞
・広域連携型プログラム※の制度化に向けて令和８年

度から開始できるよう準備
※ 医師少数県等で24週以上の研修を実施

医師養成過程を通じた取組

＜重点医師偏在対策支援区域＞
・今後も定住人口が見込まれるが人口減少より医療機関の減少スピードが速い地域等を｢重点医師偏在対策支援区域｣

と設定し、優先的･重点的に対策を進める
・重点区域は、厚労省の示す候補区域を参考としつつ、都道府県が可住地面積あたり医師数、アクセス、人口動態等

を考慮し、地域医療対策協議会・保険者協議会で協議の上で選定（市区町村単位・地区単位等を含む）

＜医師偏在是正プラン＞
・医師確保計画の中で｢医師偏在是正プラン｣を策定。地対協・保険者協議会で協議の上、重点区域、支援対象医療機

関、必要な医師数、取組等を定める
※ 医師偏在指標について、令和９年度からの次期医師確保計画に向けて必要な見直しを検討

医師確保計画の実効性の確保

＜全国的なマッチング機能の支援、リカレント教育の支援＞
・医師の掘り起こし、マッチング等の全国的なマッチング支援、総合的な診療能力を学び直すためのリカレント教育を推進
＜都道府県と大学病院等との連携パートナーシップ協定＞
・都道府県と大学病院等で医師派遣･配置、医学部地域枠、寄附講座等に関する連携パートナーシップ協定の締結を推進

＜経済的インセンティブ＞
・令和８年度予算編成過程で重点区域における以下のような支援について検討

‣ 診療所の承継･開業･地域定着支援（緊急的に先行して実施）

‣ 派遣医師・従事医師への手当増額（保険者から広く負担を求め、給付費の中で一体的に捉える。保険者による効果等の確認）

‣ 医師の勤務・生活環境改善、派遣元医療機関へ支援
※ これらの支援については事業費総額等の範囲内で支援

・医師偏在への配慮を図る観点から、診療報酬の対応を検討

地域偏在対策における経済的インセンティブ等

・必要とされる分野が若手医師から選ばれるための環境づくり等、処遇改善に向けた必要な支援を実施
・外科医師が比較的長時間の労働に従事している等の業務負担への配慮･支援等の観点での手厚い評価について必要な議論を行う

診療科偏在の是正に向けた取組

医偏在の正に向けた総合的な対策パッケージ（概要）②

【総合的な対策パッケージの具体的な取組】

地域の医療機関の支え合いの仕組み

医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（概要）② 令和6年12月25日
厚生労働省 公表資料 一部改
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地域医療構想、医師偏在対策等に関する検討体制

• 新たな地域医療構想の策定や医師偏在対策の推進、それらの内容を反映した第9次医療計画の策定等に向け、以下の検討会
及びその下に関連ＷＧを設置することとしてはどうか。

• 具体的には、地域医療構想や医療計画全般に関する事項、医師偏在対策に関する事項等について検討会で議論し、新たな地
域医療構想の策定や医師偏在対策の推進等について、令和７年度中に一定のとりまとめを行う。また、医療計画のうち、外
来医療計画等の3か年の計画について、第８次医療計画(後期)に向けて令和７年度中に一定のとりまとめを行う。なお、在宅
医療･医療介護連携、救急医療等について、新たな地域医療構想の策定に向けて議論が必要なものは検討会で議論を行う。

• 在宅医療･医療介護連携について、第８次医療計画(後期)に向けてWGで議論を行い、令和７年度中に一定のとりまとめを行
う。小児医療・周産期医療について、WGで議論を行い、令和７年度中に一定のとりまとめを行う。救急医療、災害医療・
新興感染症医療等については、第９次医療計画の策定等に向けてＷＧで議論する。

その他５疾病等に関する検討体制

がん、循環器疾患、精神医療 等

連携

地域医療構想及び医療計画等に関する検討会

【検討事項】

・地域医療構想の策定及び施策の実施に必要な事項
（⇒新たな地域医療構想の具体的内容、現行の地域医療構想の進捗等）
・医療計画の策定及び施策の実施に必要な事項
・医師確保計画及び医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージに
関する事項
・外来医療計画に関する事項
・その他本検討会が必要と認めた事項

在宅医療及び医療・介護
連携に関するWG

【検討事項】
・在宅医療に関する事項
・医療・介護連携に関する事項 等

救急医療等に関するWG

【検討事項】
・救命救急センターに関する事項
・救急搬送に関する事項 等

小児医療及び周産期医療の
提供体制等に関するWG

【検討事項】
・小児・周産期医療提供体制に
関する事項 等

災害医療・新興感染症
医療に関するWG

【検討事項】
・災害、新興感染症発生・まん延時、
国民保護事案等への対応 等

検討会スケジュール（各WGは必要に応じて順次開催）

７月～ 議論の開始

秋頃 中間とりまとめ

１２月～３月 とりまとめ

→ ガイドライン及び医療計画指針(外来､在宅､医師確保)の発出
※ 医療法等改正法案の法律事項は法案成立後に検討

令和７年７月４日第116回社会保障審議会医療部会資料（一部改）
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医師確保計画の見直しの進め方について（現時点のイメージ）

7月 ・7月24日 第１回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会

8月

9月 ・9月11日 第４回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会

10月

11月 ・11月14日 第７回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会

12月頃

１～３月 ・新医師偏在指標公表

春頃 ・第８次（後期）医師確保計画策定ガイドライン公表

春以降～ ・都道府県における医師確保計画（医師偏在是正プラン）の策定

令和7年

議論開始○ 医師偏在指標について

○ 医師確保計画の見直しの進め方について
○ 第八次（前期）医師確保計画の取組と課題について
○ 医師偏在指標と目標医師数について
○ 医師偏在是正プラン（重点医師偏在対策支援区域）につい
て
○ 医師少数区域等の勤務経験を求める管理者要件について
○ 医師確保の取り組みについて

令和8年

○ 医師偏在指標について（地理的要素の反映等について）
○ 診療科偏在対策等の地域で必要な診療の確保について

医師養成過程を通じた
医師の偏在対策等に関
する検討会で議論

必要なデータ等の更新

医師養成過程の取

組に係る見直し

議論の取りまとめ

令和７年11月14日 第７回地域医療構想及
び医療計画等に関する検討会 資料１

8



第７回検討会における主なご意見①

【医師確保計画に係る評価指標の設定について】

○ 医師偏在の解決のためには、少数地域だけでなく多数地域の対策が必要。医師の配置や都道府県間の移動についても国や都道府県が

状況を把握しながらバランスよく実施すべき。定量的な進捗評価の設定についても賛成。やはり区域間の移動に着目した評価指標が設定

できるとよい。

○ 地域医療対策協議会において、医師の負担軽減措置について協議回数が少ない。派遣後の対応についても評価すべきではないか。

○ 定量的な評価指標は重要。福島県では、地域枠や修学資金等による学生数の増、地域への定着につながる臨床研修医や専攻医の増な

どの中間的な目標も設けながら取り組んでおり、他の都道府県にも目安となる指標について検討を深めて欲しい。

【医師偏在指標と目標医師数について】

○ 大学病院の医師は診療以外に教育、研究も行っている。他の医療機関と比べて１人あたりにかかる診療時間が長く、手術の参加医師

が多いなど、診療効率が低い傾向にあるため、大学病院の医師について実態に即したデータの反映を検討してほしい。

○ 高齢医師が多く数年後に医師少数区域・都道府県になる可能性がある所では特段の考慮・対策が必要ではないか。

○ 地域の急性期拠点病院で主力となる若い年代の医師数にも注目して必要医師数の算定をして欲しい。

○ 医師多数都道府県でも高齢化率が著しく高い所では、医師数の確実な減少が見込まれる。医師の高齢化率や若手医師数などの指標を

重要指標に位置づけて対策を進めてはどうか。

○ 医師数が増えている以上、医師偏在指標は必ず上がっていく。また、式に足りない要素があるという議論だが、これ以上複雑にする

と、理解が困難な式になってしまう。

○ へき地尺度の上位10%の区域を少数区域の範囲に拡大することでうまく補正できている印象を受ける。

○ 医師多数区域・都道府県では他から医師の確保は行わないと記載されているが、実効性担保のため具体的な対策を打ち出すべきでは

ないか。また、医師数減少を前提とした目標設定をすべきではないか。
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【医師偏在是正プラン（重点医師偏在対策支援区域）について】

○ 候補区域において医療機関の整備状況に差がある中で、優先して支援を行う対象医療機関の決定について明確な考え方を示して欲し

い。

○ 優先的に支援する医療機関については保険者にもわかりやすい形でデータ・考え方を示して欲しい。保険者協議会が適切に関与でき

る形にして欲しい。

○ 派遣元にインセンティブが入る仕組みがあれば、急性期拠点病院からの医師派遣も進むのではないか。

【医師少数区域等の勤務経験を求める管理者要件について】

○ 病院長のなり手が少ない所で断る理由になるなど、逆インセンティブになり得る。臨床研修病院などで指導医をしていることなどを

必須の６か月の中に入れて要件を少しでも弱めることを期待していた。要件をぜひ緩和してほしい。

○ 少数区域に派遣される医師は、修学資金を貸与された医師や自治医科大学の卒業生などと限られている。一方、病院の管理者として

は、知識と経験だけでなく、多職種を束ねるリーダーシップ、経営的な知識、将来の方向を決める総合判断力など全人的な要素が必要と

思われ、この要件で縛りつけていくと、限られた人からしか管理者を選べなくなり、危険ではないか。

○ 医育機関・臨床研修指定病院での指導医経験についてもカウントすると記載されているが、管理者になるための条件はこのような

（指導医経験などの）部分で判断されている以上、慎重によく考えて記載して欲しい。若い医師は病院長になりたくないので少数区域に

は行かないということもあり得るのではないか。

○ 地方の病院の管理者になってもらうときに、逆にこの縛りが足かせになってしまうのではないか。

○ 若い医師が専門的な医療について集中的に経験を積める貴重な時間を犠牲にしてしまうのではないか。病院長になる際に逆インセン

ティブになるのではないか。

【医師確保の取り組みについて】

○ 地域医療対策協議会の開催回数、議題の量・質にはばらつきがあるのが現状。各都道府県が活性化した議論を行えるよう、財政・人

材面で支援して欲しい。

第７回検討会における主なご意見②
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都道府県との意見交換会２回目（令和７年11月）医師偏在対策関係

【医師偏在指標について】

○ 性年齢別の労働時間比はスケジュールの都合上以前のデータを使わざるを得ないことは理解するが、現場の実態

と乖離している可能性があることに留意が必要。

○ 医師少数県以外は、現在の医師数が目標医師数を超えている状態だが、従前の目標医師数の設定の考え方を維持

するとされている。医師少数県以外における目標医師数の設定の意義、目標を明確に示した方がよい。

【医師少数区域等の設定について】

○ 医師少数スポットの設定について、一部の都道府県では二次医療圏をほぼ丸ごと少数スポットに設定している所

があるが、国のガイドラインの趣旨を周知すべき。

○ 高齢化医師が多く、数年後に医師少数区域になる可能性がある所については配慮が必要。

○ 地域医療構想において、特に人口が少ない区域は積極的に統合や広域化を図るようにすすめられているが、統合

すると医師が不足している地域が見えにくくなるのではないか。少数スポットを設定することが基本的な考え方と思

うが、必要に応じて統合前の二次医療圏における指標を継続して使用することも検討すべきではないか。

【医師偏在是正プラン（重点医師偏在対策支援区域）について】

○ 医師手当事業について、なぜ保険者が拠出するのか、診療報酬との兼ね合い等を丁寧に説明してほしい。

○ 医師偏在是正プランの策定にあたり、保険者協議会で協議することとなっているが、負担が大きいため、保険者

協議会で協議を行うのは、保険者からの拠出が求められている医師手当事業に限る等の検討をしてほしい。
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１．地域医療構想の見直し等【医療法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等】
① 地域医療構想について、2040年頃を見据えた医療提供体制を確保するため、以下の見直しを行う。

・病床のみならず、入院・外来・在宅医療、介護との連携を含む将来の医療提供体制全体の構想とする。
・地域医療構想調整会議の構成員として市町村を明確化し、在宅医療や介護との連携等を議題とする場合の参画を求める。
・医療機関機能（高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点機能等）報告制度を設ける。
厚生労働大臣は、医療計画で定める都道府県において達成すべき五疾病・六事業及び在宅医療の確保の目標の設定並びに当該目標の達成のための実効性のある取組及び当該取組の

効果に係る評価の実施が総合的に推進されるよう、都道府県に対し、必要な助言を行うものとする。
都道府県は、その地域の実情を踏まえ、医療機関がその経営の安定を図るために緊急に病床数を削減することを支援する事業を行うことができることとするとともに、医療機関が当該事業

に基づき病床数を削減したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、医療計画において定める基準病床数を削減するものとする。また、国は、医療保険の保険料に係る国民の負担の
抑制を図りつつ持続可能な医療保険制度を構築するため、予算の範囲内において、当該事業に要する費用を負担するものとする。

② 「オンライン診療」を医療法に定義し、手続規定やオンライン診療を受ける場所を提供する施設に係る規定を整備する。
③ 美容医療を行う医療機関における定期報告義務等を設ける。

２．医師偏在是正に向けた総合的な対策【医療法、健康保険法、総確法等】
① 都道府県知事が、医療計画において「重点的に医師を確保すべき区域」を定めることができることとする。

保険者からの拠出による当該区域の医師の手当の支給に関する事業を設ける。
② 外来医師過多区域の無床診療所への対応を強化（新規開設の事前届出制、要請勧告公表、保険医療機関の指定期間の短縮等）する。
③ 保険医療機関の管理者について、保険医として一定年数の従事経験を持つ者であること等を要件とし、責務を課すこととする。

3．医療DXの推進【総確法、社会保険診療報酬支払基金法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等】
① 必要な電子診療録等情報（電子カルテ情報）の医療機関での共有等や、感染症発生届の電子カルテ情報共有サービス経由の提出を可能とする。

政府は、医療情報の共有を通じた効率的な医療提供体制の構築を促進するため、電子診療録等情報の電磁的方法による提供を実現しなければならない。
政府は、令和12年12月31日までに、電子カルテの普及率が約100％となることを達成するよう、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の先端的な技術の活用を含め、

医療機関の業務における情報の電子化を実現しなければならない。
② 医療情報の二次利用の推進のため、厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のデータベースの仮名化情報の利用・提供を可能とする。
③ 社会保険診療報酬支払基金を医療DXの運営に係る母体として名称、法人の目的、組織体制等の見直しを行う。

また、厚生労働大臣は、医療DXを推進するための「医療情報化推進方針」を策定する。その他公費負担医療等に係る規定を整備する。

（その他）
・ 政府は、令和８年４月１日に施行される外来医師過多区域等に関する規定の施行後３年を目途として、外来医師過多区域において、新たに開設された診療所の数が廃止された診療所の数を

超える区域がある場合には、当該区域における新たな診療所の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
・ 政府は、都道府県が医師手当事業を行うに当たり、保険者協議会その他の医療保険者等が意見を述べることができる仕組みの構築について検討を加え、必要があると認めるときは、その結

果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
・ 政府は、この法律の公布後速やかに、介護・障害福祉従事者の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及

び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に
鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏ま
えて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。

施行期日

改正の概要

医療法等の一部を改正する法律の概要

高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域での良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、地域医療構想の見直し等、医師偏
在是正に向けた総合的な対策の実施、これらの基盤となる医療DXの推進のために必要な措置を講ずる。

令和９年４月１日（ただし、一部の規定は公布日（１①の一部及びその他の一部）、令和８年４月１日（１②、２①の一部、②及び③並びにその他の一部）、令和８年10月１日（１①の
一部）、公布後１年以内に政令で定める日（３①の一部）、公布後１年６月以内に政令で定める日（３③の一部）、公布後２年以内に政令で定める日（１③及び３③の一部）、公布後３年
以内に政令で定める日（２①の一部並びに３①の一部及び３②）等）

改正の趣旨

等

※赤字は、衆議院による修正部分

このほか、平成26年改正法において設けた医療法第30条の15について、表現の適正化を行う。

令和７年12月８日 第122回社会保障審議会医療部会 資料４
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1. 前回頂いたご意見等について

2 . 医師少数区域等の勤務経験を求める管理者要件について

3 . 外来医師過多区域における新規開業希望者への要請等について



2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革

● オンライン診療の法定化・基準の明示
● オンライン診療受診施設の設置者による届出 等

オンライン診療の推進

医療DXの推進

● 電子カルテ情報共有サービスの構築・普及、次の感染症危機
に備えた電子カルテ情報の利用等

● マイナ保険証１枚で医療費助成を受けられる仕組みの整備等
● 公的DBの利用促進などの医療等情報の二次利用の推進
● 社会保険診療報酬支払基金を、医療DXに係るシステム開発・

運用主体として抜本的に改組 等 ● 美容医療を行う医療機関等の報告・公表の仕組みの導入
（報告事項）

➢ 安全管理措置の実施状況/専門医資格の有無/相談窓口の
設置状況等

・ 関係学会によるガイドライン策定 等

美容医療への対応

その他、下記の措置を行う
・一般社団法人立医療機関に対する非営利性の徹底
● 持ち分なし医療法人への移行計画の認定期限の延長（※） 等

2040年頃を見据えた新たな地域医療構想

● 入院医療だけではなく、外来・在宅医療、介護との連携、人

材確保等を含めた地域の医療提供体制全体の課題解決を図る新

たな地域医療構想の策定

・ 病床の機能区分（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）に

ついて「回復期機能」を「包括期機能」として位置付け

● 医療機関機能（高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連

携機能、急性期拠点機能、専門等機能、医育及び広域診療機

能）の報告制度の創設

・ 二次医療圏を基本とした地域での協議のほか、都道府県単位

での協議、在宅医療等のより狭い区域での協議を実施

・ 新たな構想の取組を推進するための総合確保基金の見直し

● 都道府県知事の権限（医療機関機能報告の創設に伴う必要な

機能の確保、基準病床数と必要病床数の整合性の確保等）

● 厚労大臣の責務明確化（データ分析･共有、研修等の支援策）

● 新たな地域医療構想に精神医療を位置付ける

医師偏在対策

＜医師確保計画の実効性の確保＞
● 「重点医師偏在対策支援区域」の設定
・ 「医師偏在是正プラン」の策定

＜地域の医療機関の支え合いの仕組み＞
・医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機

関の公的医療機関等への拡大等

● 外来医師過多区域における、新規開業希望者への地域で不足
する医療や医師不足地域での医療の提供の要請・勧告・公表と、
保険医療機関の指定(６年から３年等への短縮)を連携して運用

● 保険医療機関の管理者要件

＜経済的インセンティブ等＞
● 重点医師偏在対策支援区域における支援を実施
➢ 診療所の承継・開業・地域定着支援
➢ 派遣医師･従事医師への手当増額

→保険者から広く負担を求め、給付費の中で一体的に捉える
➢ 医師の勤務･生活環境改善、派遣元医療機関への支援
※ 医師偏在への配慮を図る観点から、診療報酬の対応をさら

に検討

・ 全国的なマッチング機能の支援

・ 医師養成過程を通じた取組

※「●」は法律事項

（※）現行の期限（令和８年12月31日）から更に３年延長。
本制度に係る税制優遇措置の延長については、令和８年度税制改正要望を行う。 14

2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見
令和６年12月25日社会保障審議会医療部会（一部改）



医師少数区域等で勤務した医師を認定する制度について

申請に基づき、厚生労働大臣が
医師少数区域等における医療に
関する経験を認定

厚生労働省

○ 医師少数区域等における勤務の促進のため、医師少数区域等に一定期間勤務し、その中で医師少数区域等に
おける医療の提供のために必要な業務を行った者を厚生労働大臣が認定する。

申請

認定

【申請内容】
○ 勤務した医療機関名と所在地
○ 勤務した期間
○ 業務内容
等

➢ 申請の際には、医師少数区域等での
医師の勤務状況に対する認定制度の影
響を測るため、認定の対象となる勤務の
直前の勤務地等についても申告する。

認定医師等に対するインセンティブ

①一定の病院の管理者としての評価
• 地域医療支援病院の管理者は、認定医師でなければならないこととする。
 （2020年度以降に臨床研修を開始した医師を管理者とする場合に限る。）

②認定医師に対する経済的インセンティブ
• 認定を取得した医師が医師少数区域等で診療を実施する際の医療レベルの向上や取得している資格等の維持に係る経費（研修受
講料、旅費等）について支援を行う。

認定に必要な勤務期間や業務内容

※１ 医師免許取得後9年以上経過していない
場合は、原則として連続した勤務（妊娠・出産
等による中断は可）とするが、 9年以上経過し
た場合は、断続的な勤務の積算も可。

医師少数区域等の医療機関

＜認定に必要な業務＞
(1)個々の患者の生活状況を考慮し、幅広い病態に対応する継続的な診療及び
保健指導（患者の専門的な医療機関への受診の必要性の判断を含む。）
 地域の患者への継続的な診療
 診療時間外の患者の急変時の対応
 在宅医療 等

(2)他の医療機関や、介護・福祉事業者者等との連携
 地域ケア会議や退院カンファレンス等への参加 等

(3)地域住民に対する健康診査や保健指導等の地域保健活動
 健康診査や保健指導等の実施 等

医師少数区域等における
６ヵ月以上※１の勤務※２

医師
※２ 認定の対象となるのは、2020年度以降の
勤務とする。（臨床研修中の期間を除く。）

令和６年12月25日医師偏在の是正に向けた総合的なパッケージ（参考資料）
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医師少数区域経験認定医師の認定数の推移

○ 令和６年３月末現在の医師少数区域経験認定医師の認定数は684人となっている。

資料出所：厚生労働省医政局地域医療計画課調べ
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令和６年12月25日医師偏在の是正に向けた総合的なパッケージ（参考資料）

16



10

10

13

13

21

25

32

41

54

82

144

216

開業のため

出身地の近辺であるため

認定制度が魅力的だったから

専門医取得のため

地域医療への貢献のため

労働時間が短いなど労働環境が魅力的だったから

その他

給与等の処遇が良かったから

子育て、介護等の家庭の状況

一定期間、地域で勤務することを要件とした奨学金貸与の義務履行

医師少数区域等での経験を得たかったから

大学医局の人事異動

○ 令和５年３月末現在の認定医師507名の「医師少数区域等所在病院等での勤務理由」（複数回答可）は、「大学医
局の人事異動」が216で最も多く、次いで「医師少数区域等での経験を得たかったから」が144、「一定期間、地域
で勤務することを要件とした奨学金貸与の義務履行」が82、「子育て、介護等の家庭の状況」が 54となっている。

医師少数区域等所在病院等での勤務理由

（単位）延べ回答数

厚生労働省医政局地域医療計画課調べ

令和６年12月25日医師偏在の是正に向けた総合的なパッケージ（参考資料）
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○ 医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件について、地域医療支援病院に加え、公的医療機関、NHO、JCHO、労災病院の病院の管理者とな
る者は、以下の者でなければならない、としてはどうか。（改正部分が下線。それ以外は現行の取扱いから変更なし。）

１．医師少数区域等認定医師：１年間（改正前６か月）、医師少数区域・医師少数スポット・重点医師偏在対策支援区域（以下「医師少数区域等」）
で勤務した者

※１：医師免許取得後９年以上経過している場合は断続的な勤務日の積み上げを可能とし、９年以上経過していない場合は、医師少数区域等における最初の６か月以上の勤務は
原則１か月以上の連続した勤務（妊娠･出産等による中断は可）の積み上げとし、１年から当該勤務期間を引いた残りの期間は断続的な勤務日の積み上げを可能とする

※２：令和８年10月以降に認定医師の申請をする者から適用
※３：改正前に認定医師となった者は、改正後の認定医師とみなして管理者となることが可

２．６か月以上医師少数区域等で勤務（６か月以内の期間は、臨床研修の期間もカウント可）
かつ

１年から当該勤務期間を引いた残りの期間、地域医療対策協議会において調整された医師派遣や、地域医療対策協議会で認められた管理者に求め
られる幅広い経験（例えば医育機関や臨床研修指定病院で医療従事者等の指導等に従事）をした者

※１：１年間、医師少数区域等で勤務することも可
※２：医師免許取得後９年以上経過している場合は断続的な勤務日の積み上げを可能とし、９年以上経過していない場合は、医師少数区域等における最初の６か月以上の勤務は

原則１か月以上の連続した勤務（妊娠･出産等による中断は可）の積み上げとし、１年から当該勤務期間を引いた残りの期間は断続的な勤務日の積み上げを可能とする

３．医師少数区域等に所在する対象医療機関の管理者となる者

４ ．令和２年４月１日より前に臨床研修を開始した医師であって、地域における医療の確保のために当該病院を管理することが適当と認められる者

５．前任の病院の管理者が不在となることが予期しなかった場合であって、１～４以外の者に病院を管理させることについてやむを得ない事情がある
と都道府県が認める者（真にやむを得ない場合に限るものとし、都道府県は厚生労働省医政局と協議の上で判断すること）

【前回提出資料】医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件について

論点

医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（抜粋）
○ 管理者の要件として医師少数区域等における一定期間の勤務経験を求める対象医療機関について、医療法第31条において医師の確保に関する事項の実施に

協力すること等が求められている公的医療機関及び国立病院機構・地域医療機能推進機構・労働者健康安全機構が開設する病院を追加する。

○ 施行に当たっては柔軟な対応も必要であり、医師少数区域等に所在する対象医療機関の管理者となる場合は対象から除外する。また、地域医療対策協議会
において調整された医師派遣の期間や、地域医療対策協議会で認められた管理者に求められる幅広い経験の機会となる期間（例えば医育機関や臨床研修指定
病院で医療従事者等の指導等に従事した期間等）について、医師少数区域等での勤務経験の期間に一部認める。令和２年度以降に臨床研修を開始した医師を
管理者とする場合に適用する。

○ また、医師少数区域等での勤務経験期間について、現行の６か月以上から１年以上に延長する。あわせて、医師免許取得後９年以上経過している場合は断
続的な勤務日の積み上げを可能とし、９年以上経過していない場合は、最初の６か月以上の勤務は原則１か月以上の連続した勤務（妊娠･出産等による中断
は可）の積み上げとし、残りの期間は断続的な勤務日の積み上げを可能とする。

令和７年11月14日 第７回地域医療構想及び
医療計画等に関する検討会 資料１
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医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件について（前回頂いたご意見）【再掲】

【医師少数区域等の勤務経験を求める管理者要件について】

○ 病院長のなり手が少ない所で断る理由になるなど、逆インセンティブになり得る。臨床研修病院

などで指導医していることなどを必須の６か月の中に入れて要件を少しでも弱めることを期待してい

た。要件をぜひ緩和してほしい。

○ 少数区域に派遣される医師は、修学資金を貸与された医師や自治医科大学の卒業生などと限られ

ている。一方、病院の管理者としては、知識と経験だけでなく、多職種を束ねるリーダーシップ、経

営的な知識、将来の方向を決める総合判断力など全人的な要素が必要と思われ、この要件で縛りつけ

ていくと、限られた人からしか管理者を選べなくなり、危険ではないか。

○ 医育機関・臨床研修指定病院での指導医経験についてもカウントすると記載されているが、管理

者になるための条件はこのような（指導医経験などの）部分で判断されている以上、慎重によく考え

て記載して欲しい。若い医師は病院長になりたくないので少数区域には行かないということもあり得

るのではないか。

○ 地方の病院の管理者になってもらうときに、逆にこの縛りが足かせになってしまうのではないか。

○ 若い医師が専門的な医療について集中的に経験を積める貴重な時間を犠牲にしてしまうのではな

いか。病院長になる際に逆インセンティブになるのではないか。
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○ 医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件について、地域医療支援病院に加え、公的医療機関、NHO、JCHO、労災病院の病院の管理者とな
る者は、以下の者でなければならない、としてはどうか。（改正部分が下線。それ以外は現行の取扱いから変更なし。）

１．医師少数区域等認定医師：１年間（改正前６か月）、医師少数区域・医師少数スポット・重点医師偏在対策支援区域（以下「医師少数区域等」）
で勤務した者

※１：医師免許取得後９年以上経過している場合は断続的な勤務日の積み上げを可能とし、９年以上経過していない場合は、医師少数区域等における最初の６か月以上の勤務は
原則１か月以上の連続した勤務（妊娠･出産等による中断は可）の積み上げとし、１年から当該勤務期間を引いた残りの期間は断続的な勤務日の積み上げを可能とする

※２：令和８年10月以降に認定医師の申請をする者から適用
※３：改正前に認定医師となった者は、改正後の認定医師とみなして管理者となることが可

２．６か月以上医師少数区域等で勤務（医師少数区域等での勤務に係る６か月以内の期間は、臨床研修の期間もカウント可。医師少数区域等以外の区
域の臨床研修病院等で指導医として勤務している場合も６ヶ月以内に限りカウント可。）

かつ
１年から当該勤務期間を引いた残りの期間、地域医療対策協議会において調整された医師派遣や、地域医療対策協議会で認められた管理者に求め
られる幅広い経験（例えば医育機関や臨床研修指定病院で医療従事者等の指導等に従事）をした者

※１：１年間、医師少数区域等で勤務することも可
※２：医師免許取得後９年以上経過している場合は断続的な勤務日の積み上げを可能とし、９年以上経過していない場合は、医師少数区域等における最初の６か月以上の勤務は

原則１か月以上の連続した勤務（妊娠･出産等による中断は可）の積み上げとし、１年から当該勤務期間を引いた残りの期間は断続的な勤務日の積み上げを可能とする

３．医師少数区域等に所在する対象医療機関の管理者となる者

４ ．令和２年４月１日より前に臨床研修を開始した医師であって、地域における医療の確保のために当該病院を管理することが適当と認められる者

５．前任の病院の管理者が不在となることが予期しなかった場合であって、１～４以外の者に病院を管理させることについてやむを得ない事情がある
と都道府県が認める者（真にやむを得ない場合に限るものとし、都道府県は厚生労働省医政局と協議の上で判断すること）

医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件について（ご意見を踏まえた修正案）

論点

医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（抜粋）
○ 管理者の要件として医師少数区域等における一定期間の勤務経験を求める対象医療機関について、医療法第31条において医師の確保に関する事項の実施に

協力すること等が求められている公的医療機関及び国立病院機構・地域医療機能推進機構・労働者健康安全機構が開設する病院を追加する。

○ 施行に当たっては柔軟な対応も必要であり、医師少数区域等に所在する対象医療機関の管理者となる場合は対象から除外する。また、地域医療対策協議会
において調整された医師派遣の期間や、地域医療対策協議会で認められた管理者に求められる幅広い経験の機会となる期間（例えば医育機関や臨床研修指定
病院で医療従事者等の指導等に従事した期間等）について、医師少数区域等での勤務経験の期間に一部認める。令和２年度以降に臨床研修を開始した医師を
管理者とする場合に適用する。

○ また、医師少数区域等での勤務経験期間について、現行の６か月以上から１年以上に延長する。あわせて、医師免許取得後９年以上経過している場合は断
続的な勤務日の積み上げを可能とし、９年以上経過していない場合は、最初の６か月以上の勤務は原則１か月以上の連続した勤務（妊娠･出産等による中断
は可）の積み上げとし、残りの期間は断続的な勤務日の積み上げを可能とする。
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1. 前回頂いたご意見等について

2 . 医師少数区域等の勤務経験を求める管理者要件について

3 . 外来医師過多区域における新規開業希望者への要請等について



（参考）外来医療計画

⚫ 外来医療計画とは、医療法（昭和23 年法律第205 号）第30 条の４第２項第10 号の規定に基づく、医療計画における「外来
医療に係る医療提供体制の確保に関する事項」を定めたものである。

⚫ 都道府県は、二次医療圏その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域（以下「対象区域」という。）ごとに、協議の場を
設け、関係者との連携を図りつつ協議を行い、その結果を取りまとめ公表。

⚫ 令和元年度中に各都道府県において外来医療計画を策定し、令和２年度から取組を進めている。令和６年度以降は３年毎
に外来医療計画を見直すこととしている。

概要

①外来医師偏在指標を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況
診療所の医師の多寡を外来医師偏在指標として可視化。外来医師偏在指標や医療機関のマッピングに関する情報等、開業に当たって参考となる
データを公表し、新規開業希望者等に情報提供。

②外来機能報告を踏まえた「紹介受診重点外来を地域で基幹的に担う医療機関」（紹介受診重点医療機関） ＊

③外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進
病床機能報告対象医療機関等が都道府県に外来医療の実施状況を報告（外来機能報告）し、「協議の場」において、外来機能の明確化・連携に向
けて必要な協議。紹介受診重点外来を地域で基幹的に担う医療機関（紹介受診重点医療機関）を明確化。

④複数の医師が連携して行う診療の推進

⑤医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用
地域ごとの医療機器の配置状況を可視化し、共同利用を推進。

⑥その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項

外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項 （法第30条の18の４）

外来医療の協議の場 （外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン）

（区 域） 二次医療圏その他当該都道府県の知事が適当と認める区域

（構成員） 診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者

（その他） 地域医療構想調整会議を活用することが可能

＊令和４年４月施行

第 ９ 回 第 ８ 次 医 療 計 画

等 に 関 す る 検 討 会
令 和 ４ 年 ６ 月 1 5 日

資料

１改
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外来医療機能に関する情報の可視化

○ 地域ごとの外来医療機能の偏在・不足等の客観的な把握を行うために、診療所の医師の
多寡を外来医師偏在指標として可視化。

○ 外来医療については、無床診療所の開設状況が都市部に偏っていること、診療所における診療科の専門分化が進んでいること、救急
医療提供体制の構築等の医療機関間の連携の取組が、個々の医療機関の自主的な取組に委ねられていること、等の状況にある。

○ それを踏まえ、 「医療従事者の需給に関する検討会 医師需給分科会 第２次中間取りまとめ」において、外来医療機能に関する
情報の可視化、外来医療機能に関する協議の場の設置等の枠組みが必要とされ、また、医療法上、医療計画において外来医療に
係る医療提供体制の確保に関する事項（以下、「外来医療計画」）が追加されることとなった。

外来医師偏在指標を活用した地域における外来医療機能の不足・偏在等への対応

地域の人口

標準化診療所医師数

×地域の標準化受療率比
10万

×地域の診療所の外来患者対応割合

外来医師偏在指標 ＝

外来医療機能に関する協議及び協議を踏まえた取組

○ 地域ごとにどのような外来医療機能が不足しているか議論を行う、協議の場を設置。
※ 地域医療構想調整会議を活用することも可能。 ※ 原則として二次医療圏ごとに協議の場を設置することとするが、必要に応じて市区町村単位等での議論が必要なものについては、別途ワーキンググループ等を設置することも可能。

○ 少なくとも外来医師多数区域においては、新規開業希望者に対して、協議の内容を踏まえて、初期救急（夜間・休日の診療）、在宅医療、公衆衛生（学校医、産業
医、予防接種等）等の地域に必要とされる医療機能を担うよう求める。

※ 医師偏在指標と同様、医療ニーズ及び人口・人口構成とその変化、患者の流出入、へき地などの地理的条件、
医師の性別・年齢分布、医師偏在の単位の５要素を考慮して算定。

○ 外来医療計画の実効性を確保するための方策例

経緯

○ 外来医師偏在指標の上位33.3％に該当する二次医療圏を、外来医師多数区域と設定。

新規開業希望者等に対する情報提供

○ 外来医師偏在指標及び、外来医師多数区域である二次医療圏の情
報を、医療機関のマッピングに関する情報等、開業に当たって参考となる
データと併せて公表し、新規開業希望者等に情報提供。

※ 都道府県のホームページに掲載するほか、様々な機会を捉えて周知する等、新規開業希望者
等が容易に情報にアクセスできる工夫が必要。また、適宜更新を行う等、質の担保を行う必要
もある。

※ 新規開業者の資金調達を担う金融機関等にも情報提供を行うことが有効と考えられる。

・ 新規開業希望者が開業届出様式を入手する機会を捉え、地域における地域の外来医療機能の方針について情報提供
・ 届出様式に、地域で定める不足医療機能を担うことへの合意欄を設け、協議の場で確認
・ 合意欄への記載が無いなど、新規開業者が外来医療機能の方針に従わない場合、新規開業者に対し、臨時の協議の場への出席要請を行う
・ 臨時の協議の場において、構成員と新規開業者で行った協議内容を公表 等

令和６年11月28日医療部会資料４
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標準化診療所医師数※１

（地域の人口 ／ 10万 × 地域の標準化受療率比※２）× 地域の診療所の外来患者対応割合※４

外来医師偏在指標 ＝

（※２）地域の標準化外来受療率比 ＝
地域の外来期待受療率※３

全国の外来期待受療率

（※３）地域の外来期待受療率 ＝
Σ（全国の性年齢階級別外来受療率 × 地域の性年齢階級別人口）

地域の人口

（参考）外来医師偏在指標の計算式

（※１）標準化診療所医師数 ＝ Σ（性年齢階級別診療所医師数 ×
性年齢階級別平均労働時間

診療所医師の平均労働時間
）

（※４）地域の診療所の外来患者対応割合 ＝
地域の診療所の外来延べ患者数

地域の診療所＋病院の外来延べ患者数
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協議の場の開催回数について（令和6年度）

○ 全二次医療圏において、外来医療に係る協議の場の開催件数は２回／年が最も多かった。外来医師多数区域においても同様の傾向で

あった。
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■協議の場の開催回数

（開催回数）

外来医師多数区域（n = 1 0 2 ※）

（開催回数）

二次医療圏（n = 3 3 0）

※平均値：1.98 中央値：2.0 ※平均値：2.14 中央値：2.0

25

（
二
次
医
療
圏
数
）

外来医療計画の取組状況の調査（令和６年度） 医政局地域医療計画課調べ

※都道府県が外来医師多数区域に設定している二次医療圏



64, 

68%

30,

 32%

不足している 不足していない

76, 

83%

16,

 17%

不足している 不足していない

地域で不足する医療機能の検討について（令和6年度）

初期救急医療 在宅医療 公衆衛生

74, 

79%

20,

 21%

不足している 不足していない

■外来医師多数区域における地域で不足している医療機能

（二次医療圏 n = 9 4 ※）

■地域で不足している医療機能の有無

 （都道府県 n = 4 7）

40, 

85%

7,

 15%

ある ない

○ 地域で不足している医療機能がある都道府県は40都道府県であり、初期救急医療、在宅医療、公衆衛生について、外来医師多数区域

の７～８割程度が不足していた。その他に対策が必要な医療機能として、産科や小児科等の特定の診療科等が上げられた。

■初期救急医療・在宅医療・公衆衛生以外で対策が必要な医療機能

• 特定の診療科

 産科、産婦人科

小児科、小児救急

耳鼻咽喉科

精神科 等

26

• 夜間休日診療

• 看取り期の支援

• 災害医療

• 発熱外来（新興感染症発生・まん延時における外来医療体制への協力）

• 自治体が実施する保健事業（乳幼児・小児健診）

• 介護認定審査会、地域ケア会議 等

外来医療計画の取組状況の調査（令和６年度） 医政局地域医療計画課調べ

※地域で不足している医療機能があると回答した都道府県のうち、都道府県が外来医師多数区域に設定している二次医療圏



47, 

100%

情報提供あり

新規開業者等に対する情報提供について（令和6年度）

■外来医師偏在指標、外来医師多数区域等についての情報提供の有無（都道府県 n = 4 7）

■情報提供の内容（都道府県 n = 4 7 ,複数回答）

選択肢（複数回答可） 都道府県数

① 外来医師偏在指標を用いた外来医師多数区域について 41（87％）

② 地域で不足する医療機能について 36（77％）

③ 共同利用計画について 40（85％）

④ その他 ５（11％）

○ 新規開業者等に対する情報提供を行っている都道府県は47都道府県であり、外来医師多数区域、地域で不足する医療機能、共同利用

について、多くの都道府県で情報提供をしている。

27外来医療計画の取組状況の調査（令和６年度） 医政局地域医療計画課調べ



• 十分な検討ができていないため

• 外来医師多数区域はいずれも医師偏在指標が全国値を下回っている、もしくは、医師確保計画における少数区域に該当しており、

診療所が夜間・休日等における初期救急医療や在宅医療を主に担っている観点から、診療所の開設自体が、

今後確保が必要となる外来医療機能になるため、診療所開設届を提出する際の確認は不要としている。

• 令和５・６年度外来機能報告について関係団体・関係医療機関への説明・協議に時間を要したため、開始できなかった。

• 地域で不足する外来医療機能について、具体的な協議ができていないため。

• 具体的な取組について検討中のため。

• 県で新規開業希望者の事前把握が困難なため。また、新規開業者による県への開設届は開設後10日以内となっており、

協議の場での実質的な協議ができないため。

○ 外来医師多数区域を有する都道府県において、新規開業者に対して全ての区域で地域で不足している医療機能を要請しているのは10

都府県（29％）、外来医師多数区域のみで要請しているのは17道府県（48％）、要請していないの６県（17％）であった。

○ 要請していない理由については、協議ができていないことなどが上げられた。

新規開業者への地域で不足する医療機能を担うことの要請等について（令和6年度）①

■新規開業者に対する地域で不足している医療機能の要請の有無（都道府県 n = 3 5）

28

■新規開業者へ外来医師多数区域で不足する医療機能を担うように求めていない理由

10, 29%

17, 48%

6, 17%

2, 6%
全ての区域で要請

外来医師多数区域のみで要請している

要請していない

その他

外来医療計画の取組状況の調査（令和６年度） 医政局地域医療計画課調べ



R6年度新規開業者
6,016件

地域で不足する医療機能
を担うことの要請

出席要請あり
0件

協議の場の活用あり
282件

外来医師多数区域
における

新規開業者数
3,578件

要請なし
947件

要請あり
2,631件

協議の場の活用なし
1,331件

初回要請のみで
合意あり
661件

初回要請のみ
で合意なし
1,613件

協議中**

1195件

該当なし***

115件

出席要請なし
協議の場で共有

282件

協議内容公表*

276件

合意あり
2件

合意なし
4件

＊ 協議の場で共有した内容を再度、合意の有無は問わずに公表
＊＊ 要請する文書を渡した後、フォローがない場合を含む。
＊＊＊ 地域で不足する医療を担うことができない妥当な理由があり、
再要請しない場合を含む。

診療内容
合意に至った件数

(複数回答)

公衆衛生（産業医・学校医・予防接種等） 451

在宅医療 226

夜間・休日の初期救急医療 206

包括的同意 146

介護認定審査 10

小児科診療 7

休日当番医 5

発熱外来 3

産婦人科診療 1

休日外来 1

特定健診 １

外来医師多数区域における新規開業者に対する

不足する医療機能を担うことの要請フロー
要請の結果、不足する医療機能を担うことに合意が得られた件数

○外来医師多数区域における新規開業者3,578件のうち、「要請あり」の数は2,631（74%）、このうち「合意あり」は661（25%）。協議の場への出席の要

請対象となる新規開業者1,613件のうち、協議の場を活用した件数は282件（17%）、実際に出席要請を行ったのは0件だった。

○要請により担うことが合意された医療機能は、多い順に、「公衆衛生」451件、「在宅医療」226件、「夜間・休日の初期救急医療」206件だった。

事務局判断に

より要請なし

21件

外来医療計画の取組状況の調査（令和６年度） 医政局地域医療計画課調べ

新規開業者への地域で不足する医療機能を担うことの要請等について（令和6年度）②

要請後の合意
有無のフォロー

なし
357件

29



2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革

● オンライン診療の法定化・基準の明示
● オンライン診療受診施設の設置者による届出 等

オンライン診療の推進

医療DXの推進

● 電子カルテ情報共有サービスの構築・普及、次の感染症危機
に備えた電子カルテ情報の利用等

● マイナ保険証１枚で医療費助成を受けられる仕組みの整備等
● 公的DBの利用促進などの医療等情報の二次利用の推進
● 社会保険診療報酬支払基金を、医療DXに係るシステム開発・

運用主体として抜本的に改組 等 ● 美容医療を行う医療機関等の報告・公表の仕組みの導入
（報告事項）

➢ 安全管理措置の実施状況/専門医資格の有無/相談窓口の
設置状況等

・ 関係学会によるガイドライン策定 等

美容医療への対応

その他、下記の措置を行う
・一般社団法人立医療機関に対する非営利性の徹底
● 持ち分なし医療法人への移行計画の認定期限の延長（※） 等

2040年頃を見据えた新たな地域医療構想

● 入院医療だけではなく、外来・在宅医療、介護との連携、人

材確保等を含めた地域の医療提供体制全体の課題解決を図る新

たな地域医療構想の策定

・ 病床の機能区分（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）に

ついて「回復期機能」を「包括期機能」として位置付け

● 医療機関機能（高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連

携機能、急性期拠点機能、専門等機能、医育及び広域診療機

能）の報告制度の創設

・ 二次医療圏を基本とした地域での協議のほか、都道府県単位

での協議、在宅医療等のより狭い区域での協議を実施

・ 新たな構想の取組を推進するための総合確保基金の見直し

● 都道府県知事の権限（医療機関機能報告の創設に伴う必要な

機能の確保、基準病床数と必要病床数の整合性の確保等）

● 厚労大臣の責務明確化（データ分析･共有、研修等の支援策）

● 新たな地域医療構想に精神医療を位置付ける

医師偏在対策

＜医師確保計画の実効性の確保＞
● 「重点医師偏在対策支援区域」の設定
・ 「医師偏在是正プラン」の策定

＜地域の医療機関の支え合いの仕組み＞
・医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機

関の公的医療機関等への拡大等

● 外来医師過多区域における、新規開業希望者への地域で不足
する医療や医師不足地域での医療の提供の要請・勧告・公表と、
保険医療機関の指定(６年から３年等への短縮)を連携して運用

● 保険医療機関の管理者要件

＜経済的インセンティブ等＞
● 重点医師偏在対策支援区域における支援を実施
➢ 診療所の承継・開業・地域定着支援
➢ 派遣医師･従事医師への手当増額

→保険者から広く負担を求め、給付費の中で一体的に捉える
➢ 医師の勤務･生活環境改善、派遣元医療機関への支援
※ 医師偏在への配慮を図る観点から、診療報酬の対応をさら

に検討

・ 全国的なマッチング機能の支援

・ 医師養成過程を通じた取組

※「●」は法律事項

（※）現行の期限（令和８年12月31日）から更に３年延長。
本制度に係る税制優遇措置の延長については、令和８年度税制改正要望を行う。 30

2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見
令和６年12月25日社会保障審議会医療部会（一部改）



１．地域医療構想の見直し等【医療法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等】
① 地域医療構想について、2040年頃を見据えた医療提供体制を確保するため、以下の見直しを行う。

・病床のみならず、入院・外来・在宅医療、介護との連携を含む将来の医療提供体制全体の構想とする。
・地域医療構想調整会議の構成員として市町村を明確化し、在宅医療や介護との連携等を議題とする場合の参画を求める。
・医療機関機能（高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点機能等）報告制度を設ける。
厚生労働大臣は、医療計画で定める都道府県において達成すべき五疾病・六事業及び在宅医療の確保の目標の設定並びに当該目標の達成のための実効性のある取組及び当該取組の

効果に係る評価の実施が総合的に推進されるよう、都道府県に対し、必要な助言を行うものとする。
都道府県は、その地域の実情を踏まえ、医療機関がその経営の安定を図るために緊急に病床数を削減することを支援する事業を行うことができることとするとともに、医療機関が当該事業

に基づき病床数を削減したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、医療計画において定める基準病床数を削減するものとする。また、国は、医療保険の保険料に係る国民の負担の
抑制を図りつつ持続可能な医療保険制度を構築するため、予算の範囲内において、当該事業に要する費用を負担するものとする。

② 「オンライン診療」を医療法に定義し、手続規定やオンライン診療を受ける場所を提供する施設に係る規定を整備する。
③ 美容医療を行う医療機関における定期報告義務等を設ける。

２．医師偏在是正に向けた総合的な対策【医療法、健康保険法、総確法等】
① 都道府県知事が、医療計画において「重点的に医師を確保すべき区域」を定めることができることとする。

保険者からの拠出による当該区域の医師の手当の支給に関する事業を設ける。
② 外来医師過多区域の無床診療所への対応を強化（新規開設の事前届出制、要請勧告公表、保険医療機関の指定期間の短縮等）する。
③ 保険医療機関の管理者について、保険医として一定年数の従事経験を持つ者であること等を要件とし、責務を課すこととする。

3．医療DXの推進【総確法、社会保険診療報酬支払基金法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等】
① 必要な電子診療録等情報（電子カルテ情報）の医療機関での共有等や、感染症発生届の電子カルテ情報共有サービス経由の提出を可能とする。

政府は、医療情報の共有を通じた効率的な医療提供体制の構築を促進するため、電子診療録等情報の電磁的方法による提供を実現しなければならない。
政府は、令和12年12月31日までに、電子カルテの普及率が約100％となることを達成するよう、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の先端的な技術の活用を含め、

医療機関の業務における情報の電子化を実現しなければならない。
② 医療情報の二次利用の推進のため、厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のデータベースの仮名化情報の利用・提供を可能とする。
③ 社会保険診療報酬支払基金を医療DXの運営に係る母体として名称、法人の目的、組織体制等の見直しを行う。

また、厚生労働大臣は、医療DXを推進するための「医療情報化推進方針」を策定する。その他公費負担医療等に係る規定を整備する。

（その他）
・ 政府は、令和８年４月１日に施行される外来医師過多区域等に関する規定の施行後３年を目途として、外来医師過多区域において、新たに開設された診療所の数が廃止された診療所の数を

超える区域がある場合には、当該区域における新たな診療所の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
・ 政府は、都道府県が医師手当事業を行うに当たり、保険者協議会その他の医療保険者等が意見を述べることができる仕組みの構築について検討を加え、必要があると認めるときは、その結

果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
・ 政府は、この法律の公布後速やかに、介護・障害福祉従事者の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及

び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に
鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏ま
えて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。

施行期日

改正の概要

医療法等の一部を改正する法律の概要

高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域での良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、地域医療構想の見直し等、医師偏
在是正に向けた総合的な対策の実施、これらの基盤となる医療DXの推進のために必要な措置を講ずる。

令和９年４月１日（ただし、一部の規定は公布日（１①の一部及びその他の一部）、令和８年４月１日（１②、２①の一部、②及び③並びにその他の一部）、令和８年10月１日（１①の
一部）、公布後１年以内に政令で定める日（３①の一部）、公布後１年６月以内に政令で定める日（３③の一部）、公布後２年以内に政令で定める日（１③及び３③の一部）、公布後３年
以内に政令で定める日（２①の一部並びに３①の一部及び３②）等）

改正の趣旨

等

※赤字は、衆議院による修正部分

このほか、平成26年改正法において設けた医療法第30条の15について、表現の適正化を行う。

令和７年12月８日 第122回社会保障審議会医療部会 資料４
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医療法等の一部を改正する法律案 外来医師過多区域における要請に係る関係条文

○ 医療法（昭和23年法律第205号）【令和８年４月１日施行】
第三十条の十八の五 都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域（以下この条において「対象区域」とい

う。）ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者（以下この項及び次項において「関係者」という。）との協議の場を設け、
関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項（第三号、第五号及び第六号に掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。第五項にお
いて同じ。）について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。
一 第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえた次に掲げる事項

イ 地域において特に必要とされる外来医療（次条において「地域外来医療」という。）に関する事項
ロ 外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項

二～七 （略）
２～６ （略）

第三十条の十八の六 都道府県知事は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域であつて、外来医療を行う医師の数の、外来患者の数に対する比率に相当するものと
して厚生労働省令で定めるところにより算定した率その他厚生労働省令で定める指標が、厚生労働省令で定める基準を超えるものがある場合において、当該区域のうち、
特に地域外来医療を確保する必要がある区域があると認めるときは、当該区域を指定するものとする。

２ 都道府県知事は、前項の指定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
３ 第一項の指定を受けた区域において、診療所（医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。）を開設しようとする者は、やむを得

ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所を開設する日の六月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、当該区域における地域外来医療の提供
に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

４ 都道府県知事は、第一項の指定を受けた区域において、前項の届出をした者その他厚生労働省令で定める者（以下この条において「届出者等」という。）が当該区域
における地域外来医療の提供をしない意向を示しているときは、当該届出者等に対し、前条第一項に規定する協議の場における協議に参加し、当該提供をしない理由その
他の厚生労働省令で定める事項（以下この条において「理由等」という。）について説明をするよう求めることができる。

５ 届出者等は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、当該協議の場における協議に参加し、理由等について説明をするよう努めなければならない。
６ 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該区域における地域外来医療の

提供をすべきことを要請することができる。
７ 都道府県知事は、前項の規定による要請を受けた届出者等により開設された診療所の開設者又は管理者が、当該要請に係る地域外来医療の提供をしていないと認める

ときは、当該開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。
８ 当該診療所の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなけ

ればならない。
９ 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、当該診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見

を聴いて、当該区域における地域外来医療の提供をすべきことを勧告することができる。
10 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することがで

きる。
11 都道府県知事は、第六項の規定による要請を受けた届出者等がこれに応じなかつたとき、第九項の規定による勧告をしたとき又は当該勧告を受けた診療所の開設者若

しくは管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。

○ 健康保険法
第六十八条の二 厚生労働大臣は、診療所の開設者又は管理者が医療法第三十条の十八の六第六項の規定による都道府県知事の要請を受け、これに応じなかった場合、同

条第九項の規定による都道府県知事の勧告を受けた場合又は当該勧告を受け、これに従わなかった場合には、前条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、第六十三条第三項第一号の指定を行うに当たっては、三年以内の期限を付することができる。
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通知

通知

外来医師過多区域における新規開業希望者への地域で不足している医療機能の
提供等の要請等のフローイメージ（案）

①外来医療の協議の場
での調整

不足する機能等を提供する・
やむを得ない理由等である

不足する機能等を提供しない・
やむを得ない理由等でない

②要請に従い、不足する
機能等を提供しているか 提供していない提供している

都道府県医療審議会への出席・理由等の説明の求め

③要請された機能等を提供
しない理由等はやむを得ないか

やむを得ない理由等でないやむを得ない理由等である

④勧告に従い、不足する
機能等を提供しているか 提供している 提供していない

保険医療機関の指定を３年とする

医療法 （都道府県） 健康保険法 （厚生労働大臣）

開設
６か月前

開設

期限を定めて要請

指定を６年
とする

再度指定を
３年とする

※３年以内も可

※④を３年ごとに実施

勧告

外来医師過多区域、地域で不足している医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容の公表
※ 外来医療の協議の場における協議内容を踏まえる

※ 地域で不足する機能、医師不足地域での医療の提供の要請

公表

※要請時と事情が変更した場合等

開設
３年後

外来医療の協議の場への参加・理由等の説明の求め

不足する機能等を提供する 不足する機能等を提供しない

提供する予定の医療機能を記載した事前届出

要
請
さ
れ
た
機
能
等
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
の
報
告
・
確
認
（
随
時
）

指定期間が３年の間、以下の措置を講じる(例)

・医療機関名等の公表 ・保健所等による確認
・診療報酬上の対応 ・補助金の不交付

※上記と同じ開設３年後の指定期間が３年の場合、毎年１回、
外来医療の協議の場への参加を求める。

※都道府県における外来医師過多区域
対応事業（地域医療介護総合確保基金）

※年に１回、都道府県
医療審議会又は外来
医療の協議の場への
参加を求める。

※ 都道府県医療審議会の意見を事前に聴く

要請に応じない要請に応じる

令和7年4月23日 財政制度分科会資料 一部改
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外来医師過多区域における課題と関係条文

課 題 医療法等の一部を改正する法律案の関係条文

①外来医師過多区域の基準
及び指定方法

第三十条の十八の六 都道府県知事は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域であつて、外来医療を行う医師の数の、外来患者の数に対する比
率に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した率その他厚生労働省令で定める指標が、厚生労働省令で定める基準を超えるも
のがある場合において、当該区域のうち、特に地域外来医療を確保する必要がある区域があると認めるときは、当該区域を指定するものとする。

②地域で不足している医療
機能、医師不足地域での医
療の提供の内容

第三十条の十八の五 都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域（以下この条におい
て「対象区域」という。）ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者（以下この項及び次項において
「関係者」という。）との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項（第三号、第五号及び第六号に掲げる事項については、外
来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。第五項において同じ。）について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。
一 第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえた次に掲げる事項

イ 地域において特に必要とされる外来医療（次条において「地域外来医療」という。）に関する事項

③新規開業希望者の事前届
出事項、事前届出義務の猶
予対象となる場合

第三十条の十八の六 （略）
３ 第一項の指定を受けた区域において、診療所（医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。）を開設しようと
する者は、やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所を開設する日の六月前までに、厚生労働省令で定めるところによ
り、当該区域における地域外来医療の提供に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

４ 都道府県知事は、第一項の指定を受けた区域において、前項の届出をした者その他厚生労働省令で定める者（以下この条において「届出者等」と
いう。）が当該区域における地域外来医療の提供をしない意向を示しているときは、当該届出者等に対し、前条第一項に規定する協議の場における
協議に参加し、当該提供をしない理由その他の厚生労働省令で定める事項（以下この条において「理由等」という。）について説明をするよう求め
ることができる。

④事前届出の流れ

⑤協議の場

⑥要請・勧告 第三十条の十八の六 （略）
６ 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該区域にお

ける地域外来医療の提供をすべきことを要請することができる。
７ 都道府県知事は、前項の規定による要請を受けた届出者等により開設された診療所の開設者又は管理者が、当該要請に係る地域外来医療の提供を
していないと認めるときは、当該開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。

８ 当該診療所の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明
をするよう努めなければならない。

９ 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、当該診療所の開設者又は管理者に対し、都道府
県医療審議会の意見を聴いて、当該区域における地域外来医療の提供をすべきことを勧告することができる。

11 都道府県知事は、第六項の規定による要請を受けた届出者等がこれに応じなかつたとき、第九項の規定による勧告をしたとき又は当該勧告を受け
た診療所の開設者若しくは管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。

⑦保険医療機関の指定期間
の短縮等

第三十条の十八の六 （略）
11 都道府県知事は、第六項の規定による要請を受けた届出者等がこれに応じなかつたとき、第九項の規定による勧告をしたとき又は当該勧告を受け

た診療所の開設者若しくは管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。

改正後の健康保険法
第六十八条の二 厚生労働大臣は、診療所の開設者又は管理者が医療法第三十条の十八の六第六項の規定による都道府県知事の要請を受け、これに応
じなかった場合、同条第九項の規定による都道府県知事の勧告を受けた場合又は当該勧告を受け、これに従わなかった場合には、前条第一項の規定
にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項第一号の指定を行うに当たっては、三年以内の期限を付することができる。
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①外来医師過多区域の基準及び指定方法について

改正後の医療法
第三十条の十八の六 都道府県知事は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域であつて、外
来医療を行う医師の数の、外来患者の数に対する比率に相当するものとして厚生労働省令で定め
るところにより算定した率その他厚生労働省令で定める指標が、厚生労働省令で定める基準を超
えるものがある場合において、当該区域のうち、特に地域外来医療を確保する必要がある区域が
あると認めるときは、当該区域を指定するものとする。

医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（抜粋）
○ 都道府県において、外来医師偏在指標が一定数値（例えば標準偏差の数倍）を超える地域（外
来医師過多区域）における新規開業希望者に対して、医療法に基づき、開業の６か月前に、提供
する予定の医療機能等を記載した届出を求めた上で、当該届出の内容等を踏まえ、地域の外来医
療の協議の場への参加を求めることができ、また、地域で不足している医療機能（夜間や休日等
における地域の初期救急医療、在宅医療、公衆衛生等）の提供や医師不足地域での医療の提供
（土日の代替医師としての従事等）を要請することができることとする。

○ その際、外来医師過多区域、地域で不足している医療機能、医師不足地域での医療の提供の内
容は、都道府県において、地域の外来医療の協議の場における協議内容を踏まえ、事前に公表す
る。また、今後の人口動態等も踏まえつつ、人口あたり医師数や可住地面積あたり医師数等が特
に高い市区町村や地区がある場合は、要請の対象区域について、外来医師過多区域単位ではなく、
市区町村単位や地区単位とすることも考えられる。
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①外来医師過多区域の基準について

• 外来医師過多区域の基準については、地域の人口と診療所医師数等を踏まえた外来医師偏在指標に加え、外来医療へのアクセス

の観点から可住地面積当たりの診療所数も考慮することとしてはどうか。

• 具体的には、

・外来医師偏在指標について、「全国平均値＋標準偏差の1.5倍」以上 かつ

・可住地面積あたり診療所数が上位10％

を基準とし、当該基準に該当する二次医療圏を、国が提示する外来医師過多区域の候補区域とすることについてどう考えるか。

②都道府県による外来医師過多区域の指定方法について

• 都道府県による指定に関して、医師確保計画策定ガイドライン・外来医療に係る医療提供体制の確保に係るガイドラインにおい

て、以下のような内容を記載してはどうか。

外来医師過多区域については、厚生労働省令で定める基準によって候補となる二次医療圏のうち、外来医師が特に多い地域を

指定するものであり、候補となる二次医療圏の中に、人口あたり医師数や可住地面積あたり診療所数等が特に高い市区町村や

地区がある場合には、当該市区町村や当該地区を指定することも考えられる。

①外来医師過多区域の基準及び指定方法（案）

論点

改正後の医療法
第三十条の十八の六 都道府県知事は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域であつて、外来医療を行う医師の数の、外来患者の数に対する比率に相当
するものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した率その他厚生労働省令で定める指標が、厚生労働省令で定める基準を超えるものがある場合にお
いて、当該区域のうち、特に地域外来医療を確保する必要がある区域があると認めるときは、当該区域を指定するものとする。

医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（抜粋）
○ 都道府県において、外来医師偏在指標が一定数値（例えば標準偏差の数倍）を超える地域（外来医師過多区域）における新規開業希望者に対して、医療法

に基づき、開業の６か月前に、提供する予定の医療機能等を記載した届出を求めた上で、当該届出の内容等を踏まえ、地域の外来医療の協議の場への参加を
求めることができ、また、地域で不足している医療機能（夜間や休日等における地域の初期救急医療、在宅医療、公衆衛生等）の提供や医師不足地域での医
療の提供（土日の代替医師としての従事等）を要請することができることとする。

○ その際、外来医師過多区域、地域で不足している医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容は、都道府県において、地域の外来医療の協議の場におけ
る協議内容を踏まえ、事前に公表する。また、今後の人口動態等も踏まえつつ、人口あたり医師数や可住地面積あたり医師数等が特に高い市区町村や地区が
ある場合は、要請の対象区域について、外来医師過多区域単位ではなく、市区町村単位や地区単位とすることも考えられる。
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（参考）外来医師過多区域に係る厚生労働省令で定める基準について

○ 外来医師過多区域に係る厚生労働省令で定める基準については、医師偏在の是正に向けた総合的なパッケージにおいて、外
来医師偏在指標が一定数値（例えば標準偏差の数倍）を超える地域としている。

○ 現在公表している外来医師偏在指標については、「全国平均値＋標準偏差の1.5倍」を超える圏域が７％である。
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令和６年１月に公表した外来医師偏在指標を

もとに、医政局地域医療計画課で作成。
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（参考）可住地面積あたりの診療所数と在宅当番医体制に参加する診療所割合

○ 可住地面積あたりの診療所数が上位10%の二次医療圏については、在宅当番医体制に参加する診療所の割合は概ね10％以下
と他の圏域に比較して低い傾向であった。
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令和５年医療施設静態調査をもとに、

医政局地域医療計画課で集計。可住地

面積は総務省統計局「統計でみる市区

町村のすがた」を出典とした。
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（参考）可住地面積あたりの診療所数と夜間救急に対応する診療所割合

○ 可住地面積あたりの診療所数が上位10%の二次医療圏については、夜間救急に対応する診療所の割合は概ね10％以下と他の
圏域に比較して低い傾向であった。
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令和５年医療施設静態調査をもとに、

医政局地域医療計画課で集計。可住地

面積は総務省統計局「統計でみる市区

町村のすがた」を出典とした。
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②地域で不足している医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容（案）

① 地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容

○ ガイドラインにおいて、地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供の例として、現行のガイドラインで示している内容（夜間や休日等に
おける地域の初期救急医療、在宅医療、公衆衛生に係る医療等）を踏まえ、以下の内容を示してはどうか。また、今後、かかりつけ医機能報告のデータ等
を踏まえ、必要に応じて追加を検討することとしてはどうか。

・ 夜間や休日等における地域の初期救急医療の提供（夜間･休日等の診療、在宅当番医制度への参加、夜間休日急患センターへの出務、２次救急医療機
関の救急外来への出務等）
・ 在宅医療の提供（提供が不足している地域がある場合）
・ 学校医・予防接種等の公衆衛生に係る医療
・ 医師不足地域での医療の提供（土日の代替医師としての診療等） 等

○ 都道府県において、外来医療の協議の場で、ガイドラインの内容を踏まえ、不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容について協議して、
取りまとめ、公表することとしてはどうか。

○ また、ガイドラインにおいて、以下の内容を記載してはどうか。
・ 外来医療提供の要請内容として、一つかつ特定の診療科のみとすることは想定していない。（例えば、要請内容を「小児科の医療提供」のみとする
と、小児科以外の診療科が開業する場合に、要請された医療の提供ができない恐れがある。このため、特定の診療科を要請する場合は、「初期救急医療
の提供や在宅医療の提供といった他の要請内容と併せて、例えば小児科の医療提供」等とすることが考えられる。）
・ 地域で不足する医療機能等を協議する際に、かかりつけ医機能報告のデータ、各項目の全国値との比較、医療計画の指標、各都道府県による医療機
関への独自アンケート等を参考にすることが望ましい。
・ 医師不足地域での医療の提供の要請を行う場合は、都道府県は、県内外の特定の重点医師偏在対策支援区域や医師少数区域・医師少数スポットを指
定し、指定した区域で不足している医療を提供するよう求めること、特定の区域を指定せず、県内・近隣県の重点医師偏在対策支援区域や医師少数区
域・医師少数スポットで不足している医療を提供するよう求めること。あわせて全国マッチング支援への登録を求めること。

② 公表方法

○ 各都道府県のHP等で公表するとともに、外来医療計画において、地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容と、随時変更する
場合がある旨を記載することとしてはどうか。

改正後の医療法
第三十条の十八の五 都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域（以下この条において「対象

区域」という。）ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者（以下この項及び次項において「関係者」とい
う。）との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項（第三号、第五号及び第六号に掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体
制の確保に関するものに限る。第五項において同じ。）について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。
一 第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえた次に掲げる事項

イ 地域において特に必要とされる外来医療（次条において「地域外来医療」という。）に関する事項
第三十条の十八の六 （略）
６ 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該区域における地域
外来医療の提供をすべきことを要請することができる。

医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（抜粋）
○ （略）また、地域で不足している医療機能（夜間や休日等における地域の初期救急医療、在宅医療、公衆衛生等）の提供や医師不足地域での医療の提供
（土日の代替医師としての従事等）を要請することができることとする。

○ その際、外来医師過多区域、地域で不足している医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容は、都道府県において、地域の外来医療の協議の場におけ
る協議内容を踏まえ、事前に公表する。また、今後の人口動態等も踏まえつつ、人口あたり医師数や可住地面積あたり医師数等が特に高い市区町村や地区が
ある場合は、要請の対象区域について、外来医師過多区域単位ではなく、市区町村単位や地区単位とすることも考えられる。
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③新規開業希望者の事前届出事項、事前届出義務の猶予対象となる場合（案）

① 事前届出事項

○ 開設６か月前の事前届出の記載事項は、以下のとおりとしてはどうか。（医療法第８条の開設届出と同じ事項は下線）

・ 届出者の住所及び氏名
・ 届出者以外の者が開設者となる予定である場合は、その者の住所及び氏名
・ 開設予定の診療所の名称
・ 開設予定の住所（未定の場合は市区町村等可能な限り詳細な地域）
・ 開設予定の年月日
・ 診療を行おうとする科目
・ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
・ 地域外来医療の提供に関する意向
・ 地域外来医療を提供する意向がある場合、提供する予定の地域外来医療の内容（当該提供の頻度及び時期に関する事項を含む。）
・ 地域外来医療を提供しない場合は、その理由

② 事前届出義務の猶予対象となる「やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合」

○ 親が開設していた診療所について親の死亡により子が急遽承継する場合等、予期せず前任の開設者が不在となり、事業承継が必要となった場
合としてはどうか。

○ また、その場合は、事業承継が終わった後に届出を求めるとともに、その「やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合」に該当する
者を「届出をした者その他厚生労働省令で定める者」とした上で、通常のフローのとおり、必要に応じて協議参加の求め・要請・勧告・公表等
を行うこととしてはどうか。

改正後の医療法
第三十条の十八の六 （略）
３ 第一項の指定を受けた区域において、診療所（医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。）を開設しようとする者は、
やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所を開設する日の六月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、当該区域におけ
る地域外来医療の提供に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

４ 都道府県知事は、第一項の指定を受けた区域において、前項の届出をした者その他厚生労働省令で定める者（以下この条において「届出者等」という。）
が当該区域における地域外来医療の提供をしない意向を示しているときは、当該届出者等に対し、前条第一項に規定する協議の場における協議に参加し、当
該提供をしない理由その他の厚生労働省令で定める事項（以下この条において「理由等」という。）について説明をするよう求めることができる。

６ 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該区域における地域
外来医療の提供をすべきことを要請することができる。

医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（抜粋）
○ 都道府県において、外来医師偏在指標が一定数値（例えば標準偏差の数倍）を超える地域（外来医師過多区域）における新規開業希望者に対して、医療法

に基づき、開業の６か月前に、提供する予定の医療機能等を記載した届出を求めた上で、当該届出の内容等を踏まえ、地域の外来医療の協議の場への参加を
求めることができ、また、地域で不足している医療機能（夜間や休日等における地域の初期救急医療、在宅医療、公衆衛生等）の提供や医師不足地域での医
療の提供（土日の代替医師としての従事等）を要請することができることとする。
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④事前届出の流れ（案）

改正後の医療法
第三十条の十八の六 （略）
３ 第一項の指定を受けた区域において、診療所（医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。）を開設しようとする者は、
やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所を開設する日の六月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、当該区域におけ
る地域外来医療の提供に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

４ 都道府県知事は、第一項の指定を受けた区域において、前項の届出をした者その他厚生労働省令で定める者（以下この条において「届出者等」という。）
が当該区域における地域外来医療の提供をしない意向を示しているときは、当該届出者等に対し、前条第一項に規定する協議の場における協議に参加し、当
該提供をしない理由その他の厚生労働省令で定める事項（以下この条において「理由等」という。）について説明をするよう求めることができる。

６ 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該区域における地域
外来医療の提供をすべきことを要請することができる。

医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（抜粋）
○ 都道府県において、外来医師偏在指標が一定数値（例えば標準偏差の数倍）を超える地域（外来医師過多区域）における新規開業希望者に対して、医療法

に基づき、開業の６か月前に、提供する予定の医療機能等を記載した届出を求めた上で、当該届出の内容等を踏まえ、地域の外来医療の協議の場への参加を
求めることができ、また、地域で不足している医療機能（夜間や休日等における地域の初期救急医療、在宅医療、公衆衛生等）の提供や医師不足地域での医
療の提供（土日の代替医師としての従事等）を要請することができることとする。

○ 事前届出の流れは、以下のフローが想定され、こうした取扱いを周知してはどうか。
○ 新手続
● 既存手続○ 都道府県は「外来医師過多区域」及び当該区域の要請内容となる「地域外来医療」を公表

○ 都道府県・保健所設置市区（※）は、医療法第８条の開設10日以内の開設届出に関するサイトや窓口等で都道府県
が公表する外来医師過多区域、地域外来医療、届出様式について周知

※ 保健所設置市区に新届出に関する事務は法律上委任されていないが、周知を依頼する

○ 新規開業希望者は、事前届出に関し、都道府県に事前相談
● 新規開業希望者は、医療法第８条の開設届出に関し、都道府県・保健所設置市区に事前相談

○ 新規開業希望者は、都道府県に地域外来医療の提供に関する意向等を示した事前届出を提出

○ 都道府県は、新規開業希望者に、必要に応じ外来医療の協議の場の協議参加の求め・要請

● 新規開業者は、都道府県・保健所設置市区に医療法第８条の開設届出を提出

開設検討開始

開設６カ月前

開設

開設10日以内

※ 現行の外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドラインの記載
・ 個別の開業希望者に対する対応としては、開業に当たっての事前相談の機会や新規開業者が医療機関の開設のための届出様式を入手する機会に、開業する場所が外来医師多数区域に属することや、外

来医療計画に定められている当該区域の方針に関する事項を情報提供すること。したがって、届出様式を掲載するサイトや窓口等においては当該情報を明示的に掲げること。
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⑤協議の場（案）

改正後の医療法
第三十条の十八の六 （略）
３ 第一項の指定を受けた区域において、診療所（医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。）を開設しようとす

る者は、やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所を開設する日の六月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、
当該区域における地域外来医療の提供に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

４ 都道府県知事は、第一項の指定を受けた区域において、前項の届出をした者その他厚生労働省令で定める者（以下この条において「届出者等」とい
う。）が当該区域における地域外来医療の提供をしない意向を示しているときは、当該届出者等に対し、前条第一項に規定する協議の場における協議
に参加し、当該提供をしない理由その他の厚生労働省令で定める事項（以下この条において「理由等」という。）について説明をするよう求めること
ができる。

６ 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該区域におけ
る地域外来医療の提供をすべきことを要請することができる。

医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（抜粋）
○ 都道府県において、外来医師偏在指標が一定数値（例えば標準偏差の数倍）を超える地域（外来医師過多区域）における新規開業希望者に対して、

医療法に基づき、開業の６か月前に、提供する予定の医療機能等を記載した届出を求めた上で、当該届出の内容等を踏まえ、地域の外来医療の協議の
場への参加を求めることができ、また、地域で不足している医療機能（夜間や休日等における地域の初期救急医療、在宅医療、公衆衛生等）の提供や
医師不足地域での医療の提供（土日の代替医師としての従事等）を要請することができることとする。

① 協議の場への参加を求める対象者

○ 事前届出をした者に加え、事前届出義務があるが事前届出を行わなかった者及び事前届出義務の猶予対象と
なる「やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合」に該当する者を「届出をした者その他厚生労働省
令で定める者」として規定し、必要に応じて協議の場の参加を求めることとしてはどうか。

② 協議の場において説明を求める内容

○ 協議の場では、新規開業希望者に対し、地域外来医療の提供をしない理由及び当該診療所で提供する予定の
医療の具体的な内容について説明を求めることができることとしてはどうか。
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③ 協議の場の開催形式

○ 協議の場において、新規開業希望者に対して、地域外来医療を提供しない理由等の説明を求めることや、地域外来医療を提供するよう働きかけるこ
との重要性にかんがみ、「新規開業希望者に協議参加を求める外来医療の協議の場は、原則として対面又はオンラインで開催することとして、やむを
得ない場合は持ち回り開催や書面による開催等の対応を取ることも可能である」こととしてはどうか。

※ 現行のガイドラインの記載
・ 合意がない場合等の新規開業者が地域で不足する外来医療機能を担うことを拒否する場合等には、臨時に協議の場を開催し出席要請を行うこととする。臨時の協議の場におい

て、協議の場の構成員と出席要請を受けた当該新規開業者等の間で協議を行い、その協議結果を公表することとする。ただし、協議の簡素化のため、協議の形態については適宜
持ち回り開催とし、新規開業者からは合意事項に合意しない理由等の文書の提出を求める等の柔軟な対応を可能とする。

④ 協議の場の開催頻度

○ 届出内容の確認、地域外来医療の要請（１～２週間の期限）、厚生局への通知、保険医療機関の指定の期間が必要であり、協議の場は少なくとも３
か月に１回開催することとしてはどうか。協議の場については、効果的、効率的な運用の観点から、外来医療に係る医療提供体制に関する協議の場に
必要に応じてワーキング等を設置することも検討してはどうか。

＜開業６か月前からのスケジュール（イメージ）＞

⑤ 都道府県の事務負担に関する基金での対応

○ 外来医師過多区域の対応を適切に実施する観点から、事前届出の内容確認、外来医療の協議の場の運営、地域外来医療の提供状況の確認等に関する
都道府県の事務負担について、地域医療介護総合確保基金を活用可能としてはどうか。

⑤協議の場（案）

６か月前 ５か月前 ４か月前 ３か月前 ２か月前 １か月前

事
前
届
出

協議の場の開催 地域外
来医療
の要請

厚生局
に通知

開
業※ 少なくとも３か月に１回開催

※1～2週間
の期限

事前届出の
内容確認

地域外来
医療の提
供状況の

確認

（都道府県） （都道府県） （都道府県）
（都道府県）

（厚生局）
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① 要請を行う場合の回答期限

○ 要請に従わない場合は保険医療期間の指定期間が短縮されることがある旨を付記した上で、１～２週間程度の回答期限を定めて要請を行うとしてはどうか。

○ 期限内に回答がない場合、地域外来医療を提供する意向ありと回答しない場合は、要請に応じないものとして、都道府県医療審議会への出席の求め、厚生局
への通知を行う（→保険医療機関の指定期間の短縮）こととしてはどうか。

② 地域外来医療を提供しない「やむを得ない理由」（要請・勧告を行わない場合）

○ 地域外来医療を提供しない「やむを得ない理由」については、個別の状況を踏まえて総合的に判断されるものであるが、例えば、
・ 夜間や休日における地域の初期救急医療の提供が求められているが、診療所に医師が１人しかおらず、当該医師が病気や育児･介護等で夜間や休日の対応
ができない場合

・ 学校医となることが求められているが、学校側等との調整中である場合 等が該当するのではないか。

③ 要請・勧告内容の実施状況（地域外来医療の提供状況）の確認

○ 都道府県は、要請を受けた診療所を対象に、年１回程度、要請･勧告内容の実施状況（地域外来医療の提供状況）を確認することとしてはどうか。

※ 地域外来医療の提供状況の確認について、地域医療介護総合確保基金を活用可能とする。

○ 要請・勧告に応じなかった診療所が､その後､要請･勧告に応じて地域外来医療を提供している場合、保険医療機関の次回の指定期間は６年としてはどうか｡

○ 外来医師過多区域における要請、勧告の状況等について、国が都道府県に対して毎年報告を求めることとしてはどうか。

⑥要請・勧告（案）

改正後の医療法
第三十条の十八の六 （略）
６ 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該区域における地域
外来医療の提供をすべきことを要請することができる。

７ 都道府県知事は、前項の規定による要請を受けた届出者等により開設された診療所の開設者又は管理者が、当該要請に係る地域外来医療の提供をしていな
いと認めるときは、当該開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。

８ 当該診療所の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよ
う努めなければならない。

９ 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、当該診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審
議会の意見を聴いて、当該区域における地域外来医療の提供をすべきことを勧告することができる。

11 都道府県知事は、第六項の規定による要請を受けた届出者等がこれに応じなかつたとき、第九項の規定による勧告をしたとき又は当該勧告を受けた診療所
の開設者若しくは管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。

医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（抜粋）
○ 都道府県において、外来医師偏在指標が一定数値（例えば標準偏差の数倍）を超える地域（外来医師過多区域）における新規開業希望者に対して、医療法

に基づき、開業の６か月前に、提供する予定の医療機能等を記載した届出を求めた上で、当該届出の内容等を踏まえ、地域の外来医療の協議の場への参加を
求めることができ、また、地域で不足している医療機能（夜間や休日等における地域の初期救急医療、在宅医療、公衆衛生等）の提供や医師不足地域での医
療の提供（土日の代替医師としての従事等）を要請することができることとする。

○ 開業前に行われた要請等の実効性を確保するための仕組みとして、開業後、要請に従わず、地域で不足している医療機能の提供や医師不足地域での医療の
提供を行わない開業者に対して、都道府県において、都道府県医療審議会での理由等の説明を求めた上で､やむを得ない理由と認められない場合は勧告を行
い、勧告に従わない場合は公表を行うことができることとする。
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① 保険医療機関の指定期間を３年以下とする場合の標準的な期間

○ 保険医療機関の指定期間を３年以下とする場合の標準的な期間について、以下のとおりとしてはどうか。

※ 経済的ディスインセンティブ等について、以下の類型に合わせた対応を求められる可能性があることに留意

② 保険医療機関の指定期間が短縮された者に対する対応

○ 医療機能情報提供制度（ナビイ）において、「外来医師過多区域で令和８年10月以降に開設した無床診療所について、地域外来医療の提供の有無
及び内容、医療法による要請又は勧告の有無」を項目として追加してはどうか。

⑦保険医療機関の指定期間の短縮等（案）

改正後の医療法
第三十条の十八の六 （略）
11 都道府県知事は、第六項の規定による要請を受けた届出者等がこれに応じなかつたとき、第九項の規定による勧告をしたとき又は当該勧告を受けた診療所

の開設者若しくは管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。

改正後の健康保険法
第六十八条の二 厚生労働大臣は、診療所の開設者又は管理者が医療法第三十条の十八の六第六項の規定による都道府県知事の要請を受け、これに応じなかっ
た場合、同条第九項の規定による都道府県知事の勧告を受けた場合又は当該勧告を受け、これに従わなかった場合には、前条第一項の規定にかかわらず、厚
生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項第一号の指定を行うに当たっては、三年以内の期限を付することができる。

医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（抜粋）
○ さらに、開業前に要請された診療所が当該要請後に保険医療機関の指定を受けた場合は、厚生労働大臣が行う保険医療機関の指定について、指定期間を６
年でなく３年とする。都道府県は、指定期間が３年となった保険医療機関が３年後の更新を行う前に、地域で不足している医療機能の提供や医師不足地域で
の医療の提供といった地域医療への貢献等を都道府県医療審議会等において確認した上で、必要に応じて、前述の勧告を行い、厚生労働大臣は勧告を受けた
診療所の保険医療機関の指定期間を３年より短い期間とすることを可能とし、事例によって標準的な期間を示しておく。

○ あわせて、これらの開業者に必要な対応を促す観点から、都道府県医療審議会や外来医療の協議の場への毎年１回の参加を求めるとともに、要請又は勧告
を受けたことの医療機能情報提供制度による報告・公表、都道府県のホームページ等での勧告に従わない医療機関名や理由等の公表、保健所等による確認、
診療報酬上の対応、補助金の不交付等を行う。

指定期間 類型

３年 ・要請を受けて、期限までに応じなかった診療所

・勧告を受けた診療所

・保険医療機関の再指定時に、勧告に従わない状態が続いた場合（２度目の指定）

２年 ・保険医療機関の再々指定時以降に、勧告に従わない状態が続いた場合（３度目の指
定以降）
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